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問い合わせ先：生活環境課 環境グループ　☎８２－２２６５

問い合わせ先：建設課　住宅・指導グループ　☎８２－４２１５

空き家になったら定期的な点検を
　法律では空き家の所有者などは、適切な管理を行う責任があると定められています。相続などで
空き家を管理することになった場合は、月に１回程度、定期的に点検を行いましょう。


